
提
出
期
間

◎
児
童
扶
養
手
当

　

８
月
３
日（
月
）〜

31
日（
月
）

◎
特
別
児
童
扶
養
手
当

　

８
月
11
日（
火
）〜

９
月
10
日（
木
）

児童扶養手当支給額（父または母と子ども1人世帯の場合）

特別児童扶養手当支給額（児童1人当たり）

収入金額
（年額）

支給金額
（月額）

130万円未満 【全部支給】　42,000円

130万円以上
365万円未満

【一部支給】　41,990円～9,910円
　　　　　　※収入に応じて支給

特別児童扶養手当等級
4月以降

（月額）

1級（重度障害児） 51,100円

2級（中度障害児） 34,030円

　

父
母
の
離
婚
等
に
よ
り
、
父

ま
た
は
母
と
生
計
を
同
じ
く
し

て
い
な
い
18
歳
ま
で
の
児
童

（
障
害
が
あ
る
児
童
は
20
歳
未

満
）を
養
育
し
て
い
る
ひ
と
り

親
家
庭
等
の
生
活
の
安
定
と
自

立
を
助
け
、
児
童
の
福
祉
の
増

進
の
た
め
支
給
さ
れ
ま
す
。

受
給
対
象
者

　

次
の
条
件
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
児
童
を
監
護
し
て
い
る

方（
母
・
生
計
を
同
じ
く
す
る
父

ま
た
は
養
育
者
）は
、
申
請
に
よ

り
受
給
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

① 

父
母
が
離
婚
し
た
後
、
父
ま

た
は
母
と
一
緒
に
生
活
を
し

て
い
な
い
児
童

② 

父
ま
た
は
母
が
死
亡
し
た
児
童

③ 

父
ま
た
は
母
に
重
度（
国
民

年
金
の
障
害
等
級
１
級
程

度
）の
障
害
が
あ
る
児
童

④ 

父
ま
た
は
母
の
生
死
が
明
ら

か
で
な
い
児
童

⑤ 

そ
の
他（
父
ま
た
は
母
が
引

き
続
き
１
年
以
上
遺
棄
・
拘

禁
さ
れ
て
い
る
児
童
な
ど
）

　

該
当
す
る
場
合
で
も
、
日
本

国
内
に
住
所
が
な
い
と
き
や
、

労
災
や
公
的
年
金
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
と
き
、
所
得
が
一

定
額
以
上
あ
る
と
き
な
ど
は
支

給
さ
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※ 

第
２
子
は
月
額
５
，
０
０
０

円
、
第
３
子
以
降
は
、
１
人

に
つ
き
月
額
３
，
０
０
０
円

が
加
算
さ
れ
ま
す
。

◆
提
出
・
問
い
合
わ
せ

　

福
祉
課
社
会
福
祉
班

　

☎（
84
）１
２
５
７

　

家
庭
で
介
護
さ
れ
て
い
る
心

身
に
障
害
が
あ
る
児
童（
20
歳

未
満
）の
福
祉
の
増
進
を
図
り
、

そ
の
生
活
に
役
立
つ
よ
う
児
童

を
養
育
す
る
方
に
支
給
さ
れ
ま

す
。

受
給
対
象
者

　

身
体
や
精
神
に
国
が
定
め
る

認
定
基
準
に
該
当
す
る
程
度
の

障
害
が
あ
る
児
童（
20
歳
未
満
）

を
養
育
し
て
い
る
方

　

日
本
国
内
に
住
所
が
な
い
と

き
や
障
害
を
事
由
と
す
る
年
金

を
受
給
し
て
い
る
と
き
、
一
定

額
以
上
の
所
得
が
あ
る
と
き
、

施
設
等
に
入
所
し
て
い
る
と
き

な
ど
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

　

詳
し
く
は
、
福
祉
課
へ
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
提
出
・
問
い
合
わ
せ

　

福
祉
課
障
害
福
祉
班

　

☎（
84
）１
２
５
７

　

現
在
、
児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い
る
方
は
、
必
ず
、
現
況
届
・
所
得
状
況
届
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

現
況
届
・
所
得
状
況
届
を
提
出
し
な
い
場
合
は
、
手
当
を
受
け
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

提
出
を
忘
れ
ず
に

児
童
扶
養
手
当
現
況
届
と

　
　
　
　
　

特
別
児
童
扶
養
手
当
の
所
得
状
況
届

特
別
児
童
扶
養
手
当

児
童
扶
養
手
当
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